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教育・保育事業について 

こども・子育て支援ニーズ調査及び実績などを基に、高梁市に居住するこどもの「幼稚園」「保育園」

「認定こども園」「認可外保育施設」などの「現在の利用状況」＋「利用希望」を踏まえて、計画期間にお

ける「幼児期の学校教育・保育の量の見込み（必要利用定員総数）」を設定します。 

また、設定した「量の見込み」に対応するよう、「教育・保育施設及び地域型保育事業による確保の内容

及び実施時期(確保方策)」を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定区分 対象者 対象施設 

１号 ３～５歳 学校教育のみ利用 幼稚園、認定こども園  

２号 ３～５歳 保育の必要性あり 保育園、認定こども園  

３号 ０～２歳 保育の必要性あり 保育園、認定こども園、地域型保育  

 

【第 2 期】  令和６年度 【第 3 期】  令和７年度 

１号 ２号 ３号 １号 ２号 ３号 

３-５歳 ３-５歳 ０歳 １-２歳 ３-５歳 ３-５歳 ０歳 １-２歳 

①量の見

込み 

幼稚園及び認定こども園 90    62    

保育園及び認定こども園  270 50 170  270 50 151 

②確保

方策 

特定教育・保育施設 170 320 50 200 100 372 50 208 

地域型保育施設   5 10   5 10 

計 170 320 55 210 100 372 55 218 

過不足（②－①） 80 50 5 40 40 102 5 67 

幼稚園及び認定こども園利用者数 74 0 0 0 

保育園及び認定こども園利用者数 0 278 43 163 

 

【第 3期】  令和８年度 【第 3期】  令和９年度 

１号 ２号 ３号 １号 ２号 ３号 

３-５歳 ３-５歳 ０歳 １-２歳 ３-５歳 ３-５歳 ０歳 １-２歳 

①量の見

込み 

幼稚園及び認定こども園 51    42    

保育園及び認定こども園  265 50 129  222 50 141 

②確保

方策 

特定教育・保育施設 100 372 50 208 100 347 50 198 

地域型保育施設   5 10   5 10 

計 100 372 55 218 100 347 55 208 

過不足（②－①） 49 107 5 89 58 125 5 67 

 

【第 3期】  令和 10年度 【第 3期】  令和 11年度 

１号 ２号 ３号 １号 ２号 ３号 

３-５歳 ３-５歳 ０歳 １-２歳 ３-５歳 ３-５歳 ０歳 １-２歳 

①量の見

込み 

幼稚園及び認定こども園 36    33    

保育園及び認定こども園  190 50 135  173 50 127 

②確保

方策 

特定教育・保育施設 100 347 50 198 100 347 50 198 

地域型保育施設   5 10   5 10 

計 100 347 55 208 100 347 55 208 

過不足（②－①） 67 157 5 73 67 174 5 81 
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実施施設 

（R7.4.1） 

８か所（市立幼稚園１か所、市立保育所１か所、市立認定こども園４か所、私立保育所１か

所、私立認定こども園１か所） 

今後の方向

性（実施状

況における

評価） 

〇高梁こども園の整備 

令和７年４月に高梁幼稚園と高梁保育園を統合し、高梁こども園を開園。 

園舎完成後令和７年９月１日より新園舎供用開始しました。 

〇川面幼稚園 

園児数減少により、令和７年４月１日から休園しています。 

○巨瀬幼稚園 

 令和５年４月から休園中の巨瀬幼稚園について、巨瀬小学校の閉校に合わせ、 

令和８年４月１日から閉園とします。 

○中井幼稚園 

 令和５年４月から休園中の中井幼稚園について、中井小学校の閉校に合わせ、 

令和８年４月１日から閉園とします。 

○玉川幼稚園 

 令和２年４月から休園中の玉川幼稚園について、玉川小学校の閉校に合わせ、 

令和８年４月１日から閉園とします。 

 

〇令和８年４月１日より高梁中央保育園が幼保連携型認定こども園へ移行予定です。 

園名  3 号(0 歳) ３号（１・２歳） 2 号 1 号 計 

高梁中央こども

園 

移行前 8 25 47  80 

移行後 6 16 33 10 65 

増減 △2 △9 △14 10 △15 

 

所管課 こども教育課 

1F ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎｰﾙ 

2F ﾗﾝﾁﾙｰﾑ･遊戯室 

 

1F 保育室 

高梁こども園 
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地域子ども・子育て支援事業  

こども・子育て支援ニーズ調査及び実績などを基に、高梁市に居住するこどもの「地域子ども・子育て支援

事業」の「現在の利用状況」＋「利用希望」を踏まえて、計画期間における「地域子ども・子育て支援事業の

量の見込み」を設定します。 

また、設定した「量の見込み」に対応するよう、事業ごとに地域子ども・子育て支援事業の確保の内容及び

実施時期(確保方策)」を設定します。 

 

  

事業名 ①利用者支援事業 

事業概要  

 

こども及びその保護者などが教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業などを円滑に利用

できるよう、身近な実施場所で情報収集と提供を行い、必要に応じ相談・助言等を行うととも

に、関係機関との連絡調整などを行います。  

対象者 子育て家庭や妊婦等 

設置数 

（R7.4.1） 

【特定型】 １か所 

  こども未来課に保育コンシェルジュを配置 

【こども家庭センター型】 １か所 

 高梁市こども家庭センター（児童福祉：こども未来課 母子保健：健康づくり課） 

実績 
基本型 単位 

第２期 第３期 

R6 R7 R8 R9 R10 R11 

基本型 

量の見込み 
か所 

- 1 1 1 1 1 

確保方策 - 1 1 1 1 1 

設置数 か所 0 0     

地域子育て 

相談機関 

量の見込み 
か所 

- 1 1 1 1 1 

確保方策 - 1 1 1 1 1 

設置数 か所 0 0     

特定型 

量の見込み 
か所 

- 1 1 1 1 1 

確保方策 - 1 1 1 1 1 

設置数 か所 1 1     

こども家庭

センター型 

量の見込み 
か所 

- 1 1 1 1 1 

確保方策 - 1 1 1 1 1 

設置数 か所 1 1     

 ※令和 7 年度は 11 月末現在数値 

今後の方向

性（実施状

況における

評価） 

令和６年４月に「こども家庭センター」を設置し、地域の関係機関と連携し、妊娠期から子

育て期にわたり、切れ目のない相談・支援を行っています。また、こどもの声を大切にした計

画的な支援を実施するため、要保護・要支援児童などの願いや希望を聴き取り、サポートプラ

ンを作成し、関係機関と共有しながら必要な支援を行っています。 

令和８年度からは、より身近な相談場所として子育て支援センター内に地域子育て相談機関

を設置し、こども家庭センターと連携しながら相談や情報提供、助言等必要な支援を行う予定

としています。 

所管課 【基本型】【地域子育て相談機関】【特定型】こども未来課、 

【こども家庭センター】こども未来課、健康づくり課 
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事業名 ②地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター） 

事業概要  地域の身近な場所で、子育て中の親子の交流・育児相談などを行います。  

対象年齢 ０～５歳児 

実施施設 

（R7.4.1） 

【公立】高梁市子育て支援センター（授乳室、相談室、子育てカフェを設置） 

実績 

※令和 7 年度は 11 月末現在数値 

 単位 
第２期 第３期 
R6 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 
人日 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

確保方策 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

延べ利用者数 人日 2,599 2,455     

今後の方向

性（実施状

況における

評価） 

就学前児童数や共働き世帯増加による未就園児の減少等により、利用者数が年々減少してい

たが、令和７年９月に「高梁こども園」施設内に移転後からは、前年度の約２倍の利用者増と

なっている。また、令和７年４月から月１回土曜日を開所することで、平日就労されている保

護者等（父親）の利用も増えている。 

今後も、子育て支援センターが身近な相談場所となるよう、市ホームページやインスタグラ

ム等のSNSを活用して子育て支援センターの取り組みや子育てに関する情報などを周知するな

ど、更なる情報発信に努めます。 

所管課 こども未来課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
子育てｶﾌｪ 

授乳室 

テラス 

高梁市子育て支援センター 

オープン式

式 

オープン式集合写

真 
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事業名 ③妊婦健康診査 

事業概要  

 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、「健康状態の把握」

「検査計測」「保健指導」を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査

を実施します。 

実施時期 妊娠期（妊婦１人につき、出産までに14回） 

実績 

※令和 7 年度は 11 月末現在数値 

 単位 
第２期 第３期 
R6 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 
 人 120 85 81 77 75 72 

健診回数 
人回 

1,440 1,190 1,134 1,078 1,056 1,008 

確保方策 健診回数 1,680 1,260 1,260 1,120 1,120 1,120 

利用者数 人 142 91     

延べ利用回数 人回 982 543     

今後の方向

性（実施状

況における

評価） 

妊娠届出時に必ず保健師が面談を行い、妊婦健診の受診券を交付するとともに妊婦健診の必

要性について説明を行っています。妊婦健診で妊娠中の異常を早期に発見するとともに、医師の

指示がある妊婦には、必要に応じて適切な保健指導を行っています。 

今後も、全ての妊婦が安心して出産ができるよう地区担当保健師が伴走し、妊娠に伴う精神的

な負担に対しての相談支援の充実に努めます。 

所管課 健康づくり課 

 

事業名 ④乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

事業概要  

 

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を担当保健師が訪問し、子育ての様々な相談に応じ、

子育て支援に関する情報提供などを行うとともに、親子の心身の状況や養育環境などの把握や

助言を行います。 

対象年齢 ０歳（おおむね生後４か月まで） 

実績  

 

 

 

 

 

※令和 7 年度は 11 月末現在数値 

 単位 
第２期 第３期 
R6 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 
人 

120 75 71 67 65 62 

確保方策 120 80 80 80 80 80 

利用者数 人 82 56     

今後の方向

性（実施状

況における

評価） 

保健師が対象家庭への訪問を行い、親子の心身の状況・養育状況を確認するとともに子育てに

関する情報提供を行っています。また、里帰り中のケースについても早期に里帰り先の市町村へ

依頼し必要に応じたサポートを行っています。引き続き、保健師による全戸訪問を行い、継続した

子育て支援を行います。 

所管課 健康づくり課 
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事業名 ⑤養育支援訪問事業 

事業概要  

 

養育支援が必要な家庭に対して、担当保健師が訪問し、養育に関する指導・助言などを行い、

必要な機関への取次ぎや支援を行います。 

対象 乳児家庭全戸訪問で、養育支援の必要が認められる家庭  

実績  

 

 

 

 

 

※令和 7 年度は 11 月末現在数値 

 単位 
第２期 第３期 

R6 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 
人 

10 30 30 30 30 30 

確保方策 10 30 30 30 30 30 

延べ訪問回数 人 42 6     

今後の方向

性（実施状

況における

評価） 

養育支援が必要な家庭へ専門職が訪問し、養育状況・精神面の確認、相談・助言等を行って

います。また、中核機関となるこども未来課を中心とした関係機関とも情報を共有し、サポー

ト体制を組んで継続的な相談・支援を行います。 

所管課 健康づくり課 

 

事業名 ⑥子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

事業概要  

 

子育ての援助を依頼したい方と援助を提供したい方を会員として、相互援助活動に関する連

絡、調整を行います。 

対象年齢 ６か月～小学６年生 

実施主体 【公立】高梁市ファミリーサポートセンター 

実施内容 保育所などへの送迎、一時的な預かり（保育）、軽度の病児保育 

実績 

 

【小学生】 単位 
第２期 第３期 
R6 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 
人日 

就学前

に合わ

て記載 

70 70 70 70 70 

確保方策 105 105 105 105 105 

延べ利用者数 人日 62     

※令和 7 年度は 11 月末現在数値 

【就学前児童】 単位 
第２期 第３期 
R6 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 
人日 

100 30 30 30 30 30 

確保方策 100 45 45 45 45 45 

延べ利用者数 人日 150 15     

今後の方向

性（実施状

況における

評価） 

 令和 6 年度は見込を大幅に上回る利用となったが、保育園等の定期的な送迎を 2 名が利用さ

れたためで、対応することはできた。令和 6 年度から子育て支援センター内での保育も可能と

周知したことで、センター内での利用も増えている。今後も提供会員の確保及び資質向上のた

めの講座を実施するとともに、制度の周知等に努めます。 

所管課 こども未来課 
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事業名 ⑦一時預かり事業（幼稚園型Ⅰ１号・２号） 

事業概要  通常の利用時間以外に幼稚園や認定こども園で在園児の預かり保育を行います。 

対象年齢 ３～５歳児 

実施施設 

（R7.4.1） 

６か所（市立幼稚園１か所、市立認定こども園４か所、私立認定こども園１か所） 

実績  

 

 

 

 

 

※令和 7 年度は 11 月末現在数値 

 単位 
第２期 第３期 
R6 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 
人日 

920 1,039 1,026 1,015 1,010 1,005 

確保方策 920 1,039 1,026 1,015 1,010 1,005 

延べ利用者数 人日 2,285 2,123     

今後の方向

性（実施状

況における

評価） 

令和６年度から新たに事業を開始した私立認定こども園の利用者が急増しているが、本事業

を提供している幼稚園等においては、本事業が必要な場合の提供体制が確保されているため、

対応できている。今後もこの体制を継続できるよう、提供体制の確保に努め、事業を継続して

いく。 

所管課 こども教育課 

 

事業名 ⑧一時預かり事業（一般型） 

事業概要  

 

主として保育園等に在籍していない乳幼児について、日常の生活で突発的な事情等により家庭

での保育が困難になった場合、一時的に預かります。 

対象年齢 ０歳８か月～５歳児 

実施施設 

（R7.4.1） 

【私立】一時保育事業いろいろ 

実績 

※令和 7 年度は 11 月末現在数値 

 単位 
第２期 第３期 
R6 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 
人日 

140 140 140 140 140 140 

確保方策 140 140 140 140 140 140 

延べ利用者数 人日 173 10     

今後の方向

性（実施状

況における

評価） 

日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に家庭での保育が困難となるケー

スが増え、保護者のニーズはあり、今後も民間事業者を中心に保護者の心理的・身体的負担を

軽減するための取組みを進めていく。 

所管課 こども未来課 
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事業名 ⑨延長保育事業 

事業概要  

 

保育認定を受けたこどもの通常の利用日及び利用時間以外に保育園や認定こども園で保育を行

います。 

対象年齢 ０～５歳児 

実施施設 

（R7.4.1） 

７か所（市立保育所１か所、市立認定こども園４か所、私立保育所１か所、私立認定こども園

１か所） 

実績  

 

 

 

 

 

※令和 7 年度は 11 月末現在数値 

 単位 
第２期 第３期 
R6 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 
人日 

520 500 500 400 400 400 

確保方策 520 500 500 400 400 400 

延べ利用者数 人日 740 396     

今後の方向

性（実施状

況における

評価） 

令和７年度においては利用者数が増加しているが、本事業を提供している保育所等において

は、本事業が必要な場合の提供体制が確保されているため、対応できている。今後もこの体制

を継続できるよう、提供体制の確保に努め、事業を継続していく。 

所管課 こども教育課 

 

事業名 ⑩病児・病後児保育事業 

事業概要  

 

病気が回復期にあり通常の集団保育を受けることが困難な児童を、一時的に専用スペース等で

専門スタッフ（看護師や保育士）が保育を行う病後児保育を実施します。 

対象年齢 １歳児～小学６年生 

実施施設 

（R7.4.1） 

【公立】たかはしし病後児保育室 

実績 

※令和 7 年度は 11 月末現在数値 

 単位 
第２期 第３期 
R6 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 
人日 

10 10 10 10 10 10 

確保方策 10 10 10 10 10 10 

延べ利用者数 人日 0 2     

今後の方向

性（実施状

況における

評価） 

平成 28 年３月から旧成羽ビジョン建物で実施しているが、利用は低調で令和５・６年度と

利用実績が０人の状況。令和７年度は 11 月に利用者１名が２日利用されたが、今後は、利用

ニーズ調査等を行い、実施の有無を含めて実施方法等を再検討する予定。 

所管課 こども未来課 
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事業名 ⑪放課後児童健全育成事業（学童保育） 

事業概要  

 

保護者の就労や疾病などの理由で、放課後に家庭で保育することができない小学生の保育を行

います。 

対象年齢 小学１年～６年生 

実施施設 

（R7.4.1） 

【民間事業者委託】高梁・川面・玉川・落合・成羽・川上学童保育 全６か所 

【地元運営委員会委託】津川・巨瀬・中井・福地・有漢・富家学童保育 全６か所 

実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和 7 年度は 11 月末現在数値 

 単位 
第２期 第３期 
R6 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 

人 

300 290 270 260 240 230 

 低学年 220 190 180 170 160 150 

高学年 80 100 90 90 80 80 

確保方策 

人 

300 470 430 370 370 370 

 低学年 220 313 287 247 247 247 

高学年 80 157 143 123 123 123 

低学年利用者 
人 

205 199     

高学年利用者 91 82     

今後の方向

性（実施状

況における

評価） 

 市内の児童数は減少しているものの、学童保育利用児童数は横ばいで推移している。安定的

な運営を確保するため、民間事業者への委託を継続し、人材確保や保育サービスの向上を図っ

ていく。また、小学校の再編に伴う学童保育は、再編先での学童保育利用を基本としつつ、保

護者や地域等の関係者と協議・調整を行い放課後の居場所づくりに努めていく。 

所管課 こども未来課 

 

事業名 ⑫子育て短期支援事業（ショートステイ）          ★令和７年度新規事業 

事業概要  

 

保護者の疾病等によりこどもの養育が一時的に困難になった場合に、児童福祉施設等で一定期

間、児童の養育や保護を行う事業です。 

対象年齢 こどもの保護者の事情（疾病、出産、育児疲れ、看護、冠婚葬祭、出張や公的行事への参加な

ど）により、家庭での養育が一時的に困難となった 18 歳未満の児童 

実施施設 

（R7.4.1） 

【委託】旭川乳児院、みのり園、悲眼院、玉島学園 

実績 

 

 

 

 

※令和 7 年度は 11 月末現在数値 

 単位 
第２期 第３期 

R6 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 
人日 

- 42 42 42 42 42 

確保方策 - 42 42 42 42 42 

延べ利用者 人日 - 7     

今後の方向

性（実施状

況における

評価） 

市民へは、出生手続き時に全数、リーフレットを配付し周知している。もしもの時のために

利用したいと問い合わせも複数あり、２世帯が施設見学している。現在までの利用状況として

は、１世帯が育児疲れの調整のため定期利用され、子育て支援に繋がっている。今後も核家族

化が進み、多様化する家庭に対して本事業は必要と考える。 

所管課 こども未来課 
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事業名 ⑬子育て世帯訪問支援事業                 ★令和８年度新規予定事業 

事業概要  

 

家事、育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭

を訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴し、家事支援により養育環境を整える

事業です。 

対象 家事・育児に対して不安や負担を抱える子育て家庭で、市が事業利用者について必要と認める

世帯 

実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和 7 年度は 11 月末現在数値 

 単位 
第２期 第３期 
R6 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 
人回 

- - 10 20 20 20 

確保方策 - - 10 20 20 20 

延べ利用者 人回 - -     

今後の方向

性（実施状

況における

評価） 

令和８年度から事業実施に向け、委託先となる事業所と協議を進めている。 

虐待リスクを未然に防ぐことを目的としており、支援が必要な家庭は無料、その他世帯には

有料で利用していただく予定としている。 

所管課 こども未来課 

 

事業名 ⑭乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）         ★令和７年度新規事業 

事業概要  

 

未就園児を定期的に預かることで、家族以外の人との関わりの機会を通じ、こどもたちの成長

を促すだけでなく、保護者に対する継続的な支援を行う事業です。 

対象年齢 ０歳６か月～満３歳未満の未就園児 

実施施設 

（R7.4.1） 

４か所（公立認定こども園４か所） 

 

 

※令和 7 年度は 11 月末現在数値 

 単位 
第２期 第３期 

R6 R7 R8 R9 R10 R11 

０歳児 

量の見込み 
人分 

- 4 4 4 4 4 

確保方策 - 4 4 4 4 4 

延利用者数 人月 - 0     

１歳児 

量の見込み 
人分 

- 2 2 2 2 2 

確保方策 - 2 2 2 2 2 

延利用者数 人月 - 7     

２歳児 

量の見込み 人分 - 1 1 1 1 1 

確保方策 - 1 1 1 1 1 

延利用者数 人月 - 22     

今後の方向

性（実施状

況における

評価） 

令和６年７月より公立園において１歳児を対象に試行的実施し、令和７年度から、対象を満１

歳児から３歳児まで拡大して実施している。令和８年４月からの本格実施では対象を０歳６か

月児から３歳児まで拡大する予定としている。利用希望者のニーズに応えるための体制を継続

できるよう、提供体制の確保に努め、事業を継続していく。 

所管課 こども教育課 
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事業名 ⑮妊婦等包括相談支援事業                  ★令和７年度新規事業 

事業概要  

 

妊娠時から妊産婦等に寄り添い、出産・育児の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信

を行うとともに、必要な支援につなぐ伴走型相談支援を行います。 

あわせて、妊娠届出後に給付金を給付し、妊娠しているこどもの人数の届出を受けた後にも妊

娠しているこどもの人数に応じて給付金を給付することで、経済的支援も行います。 

対象年齢 妊産婦 

実績 

 

 

 

 

 

※令和 7 年度は 11 月末現在数値 

 単位 
第２期 第３期 

R6 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込

み 

妊娠届出数 人 - 85 81 77 75 72 

１組当たり面談回数 

回 

- 3 3 3 3 3 

面談実施合計回数 - 255 243 231 225 216 

確保方策 面談実施合計回数 - 270 270 240 240 240 

面談実施合計回数 回 - 92     

今後の方向

性（実施状

況における

評価） 

母子手帳交付時の面談、妊娠８か月アンケート及び電話、出産後の面談と地区担当保健師が

妊娠期から伴走し相談支援を行っています。今後もタイムリーな情報提供を行いながら、妊娠

期から子育て期を安心して送れるようサポートしていきます。 

所管課 健康づくり課 

 

事業名 ⑯産後ケア事業                       ★令和７年度新規事業 

事業概要  

 

退院直後の母子に対して心身ケアや育児サポート等を行い、産後も安心して子育てができる支

援体制の確保を行います。 

医療機関や助産所等で、出産後の母子に対し宿泊型や日帰り型のケア、母乳育児相談を行い、

産婦の母体管理や生活面の指導、授乳の方法や乳房のケア等母乳育児指導、乳児の保清等の育

児技術の指導、乳児の発育や子育ての指導等を行い、出産後の育児不安等を軽減し、母子の健

康保持等の支援を行います。 

対象 産後１年未満の母親とその乳児（医療を必要とする人を除く） 

実施施設 

（R7.4.1） 

【委託】国際貢献大学校メディカルクリニック、くにとみクリニック、谷口レディスクリニッ

ク、川崎医科大学附属病院、倉敷中央病院、サン・クリニック、さわだレディスクリニック、

山内産婦人科クリニック、倉敷成人病センター、ももレディースクリニック、たんぽぽ助産

院、木のぬくもり助産院 全 12 か所 

実績 

 

 

 

 

 
※令和 7 年度は 11 月末現在数値 

 単位 
第２期 第３期 

R6 R7 R8 R9 R10 R11 

量の見込み 
人回 

- 20 20 20 20 20 

確保方策 - 20 20 20 20 20 

延べ利用者 人回 22 21     

今後の方向

性（実施状

況における

評価） 

母子手帳交付時から産後ケア事業について周知を行っており、利用者は増加しています。ま

た、出産医療機関からの情報提供もあり、利用者の産後の休息や子育てに対する不安の軽減に

つながっています。今後も県の動向とあわせて利用しやすい支援体制を整えるとともに、必要

な方が適切にサービスを受けられるよう情報提供を行います。 

所管課 健康づくり課 
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